[image: image1.png]



◆募集内容
子どもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力や想像力を高め、生きる力を身に付けていくために欠くことのできないものです。その読書活動を推進するための方策を定める「第５次丸亀市子ども読書活動推進計画（案）」について、市民の皆様から御意見を募集します。
◆資料の閲覧方法
　（１）市のホームページ
　　　　｢第５次丸亀市子ども読書活動推進計画(案)｣
　（２）文書による閲覧場所

　　　　●丸亀市役所（本館１階情報公開コーナー）
●中央図書館　　　　　　　　●綾歌図書館　　　　　　　　●飯山図書館
　　　　●綾歌市民総合センター　　　●飯山市民総合センター　　　●本島市民センター
　　　　●広島市民センター　●各コミュニティセンター（本島、広島を除く。）
●丸亀市市民交流活動センター（マルタス）　　　　　　
　　　　　

◆意見を提出できる人
　　○丸亀市内に住んでいる人　　　　　　　　　　○丸亀市内に通勤・通学している人
　　○丸亀市内で事業又は活動を行う法人や団体　　○丸亀市に対して納税義務がある人、法人や団体
　　○本件の実施に関し利害関係のある人、法人や団体
◆意見の提出方法
　　意見は所定の様式もしくは自由様式にて記入し、郵便、FAX、電子メール又は持参のいずれかの方法で提出してください。
◆意見の募集期間　令和８年１月６日（火）から令和８年２月５日（木）まで
◆提出の際の注意事項
　（１）必ず氏名と住所（団体の場合は団体名及び所在地）を明記してください。
　　　（記載されていないものは意見として受付できません。）
　（２）住所又は所在地が市外の場合は、市内に所有する事務所もしくは事業所、勤務先、学校名等を納税義務がある場合や利害関係を有する場合は、その旨と内容について記載してください。
　（３）電話、窓口等での口頭による意見の受付及び個別回答はできません。
◆提出された意見の公表
　提出された意見の概要と意見に対する市の考え方をとりまとめて、市のホームページで公表します。

◆意見の提出・問い合わせ先
　〒763-0022　丸亀市浜町８０番地１　丸亀市立中央図書館　　　　　　
電話　0877-22-3746　　　FAX　0877-22-3775
Eメール　c-toshokan@city.marugame.lg.jp
持参　　　上記の閲覧場所と同じ（情報公開コーナーを除く）
｢第５次丸亀市子ども読書活動推進計画(案)｣パブリックコメント募集要領
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